
電気需給約款等の変更について（お知らせ） 

2023年 5月 

株式会社エネアーク関西 

 

いつも「エネアークでんき」をご利用いただきありがとうございます。 

この度、株式会社エネアーク関西は、2023年 7月 1日に当社の電気需給約款等＊1を変更し、 

「エネアークでんき」の価格改定（値上げ）等を実施いたします。 

 

現在、エネルギー資源の調達コストが大きく増加しております。この度、2023年 4月 1日実施の 

送配電事業者（関西電力送配電株式会社）による託送料金の改定＊2を受け、安定したエネルギー事業

継続のため値上げ等を実施させていただきます。 

何卒ご理解賜りますよう、お願い申しあげます。 

 

*1: 電気需給約款、電気料金メニュー約款（従量電灯）、電気料金メニュー約款（低圧動力） 

 *2: 当社を始めとする小売電気事業者が、お客さまに電気を供給するために関西電力送配電株式会社の

送配電網を利用する際に支払う料金となります。全国で託送料金の新たな仕組み「レベニューキャ

ップ制度」が導入されることに伴って、2023年 4月 1日付で託送料金が見直されます。制度詳細お

よび認可内容につきましては関西電力送配電株式会社のホームページをご確認ください。 

 

○関西電力送配電株式会社：託送供給等約款の認可について 

https://www.kansai-td.co.jp/corporate/press-release/2023/pdf/0127_2j_01.pdf 

 

1. 約款変更内容について 

(1)電気料金メニュー約款の見直し（料金単価の値上げ） 

 <ご参考：「エネアークでんき プランＡ＋」の料金表の変更について> (円・税込)  

 

 

 

 

 

 

※その他の料金プランの料金表の変更については、 別紙 の１をご参照ください。 

 

<ご参考：「エネアークでんき プランＡ＋」における標準的な使用量(300kWh/月)での見直し影響金額について> 

 

 

 

 

※この影響金額には、消費税等相当額、2023年 5月度における当社燃料費調整単価（＋1.94円/kWh、電気・

ガス価格激変緩和対策事業による値引きを含む）、再生可能エネルギー発電促進賦課金を含みます。 

 単位 見直し前 見直し後 

最低料金（最初の 15kWhまで） １契約  333.71   426.11  

電力量料金 

 15kWhをこえ 120kWh まで １kWh 19.55  19.55  

 120kWhをこえ 300kWh まで １kWh 24.50  24.50 

 300kWhをこえる分 １kWh 26.95  26.95  

見直し前 7,798円  

見直し後 7,890円  

影響金額 ＋92円  

https://www.kansai-td.co.jp/corporate/press-release/2023/pdf/0127_2j_01.pdf


(2) 電気需給約款等の見直し（料金以外の供給条件の見直し） 

・電力事業制度及び関係法令の変更に伴う見直し 

※  別紙 の２をご参照ください。 

 

2. 変更時期について 

2023 年 7 月 1日付で約款等を変更し、2023 年 8 月検針分(9 月ご請求分)の電気料金より見直し後

の料金表を適用します。 

 

＜新料金単価への移行日程イメージ＞ 

3. 本件に関するお問い合わせ先 

フリーダイヤル 0120-044-688 《受付時間》月～土 9時～19時 日・祝 9時～17時 

(当社の電気のご利用を継続いただける場合、お客さまにて特段のお手続きは不要です。) 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

１.料金表の見直し内容について

料金プラン名称 単位
①見直し前

（単価：円）

②見直し後

（単価：円）

③差額

(②-①)

（単価：円）

エネアークでんき プランＡ（標準） 1契約 333.71 426.11 +92.40

電力量料金 1kWh 19.55 19.55 -  

1kWh 24.76 24.76 -  

1kWh 27.53 27.53 -  

7,845 7,937 +92

エネアークでんき プランＡ+（ガスセット） 1契約 333.71 426.11 +92.40

電力量料金 1kWh 19.55 19.55 -  

1kWh 24.50 24.50 -  

1kWh 26.95 26.95 -  

7,798 7,890 +92

エネアークでんき プランＡG（ガスセット） 1契約 277.47 369.87 +92.40

　※旧大阪ガスＬＰＧ移行料金 電力量料金 1kWh 19.52 19.52 -  

　※新規受付は終了しています。 1kWh 24.80 24.80 -  

1kWh 27.44 27.44 -  

7,793 7,885 +92

エネアークでんき プランＢ（標準） 基本料金 1kVA 396.00 416.94 +20.94

電力量料金 1kWh 16.65 16.65 -  

1kWh 19.29 19.29 -  

1kWh 21.79 21.79 -  

30,932 31,162 +230

エネアークでんき プランＢ＋（ガスセット） 基本料金 1kVA 396.00 416.94 +20.94

電力量料金 1kWh 16.65 16.65 -  

1kWh 19.08 19.08 -  

1kWh 21.30 21.30 -  

30,502 30,732 +230

エネアークでんき プランＢG（ガスセット） 基本料金 1kVA 374.57 395.51 +20.94

　※旧大阪ガスＬＰＧ移行料金 電力量料金 1kWh 16.30 16.30 -  

　※新規受付は終了しています。 1kWh 19.42 19.42 -  

1kWh 21.59 21.59 -  

30,517 30,748 +231

エネアークでんき 低圧動力プラン 基本料金 1kW 1,001.00 1,023.84 +22.84

電力量料金 夏季 契約電力×130kWhまでの1kWhにつき 1kWh 13.73 13.73 -  

料金 上記超過1kWhにつき 1kWh 18.11 18.11 -  

その他季 契約電力×130kWhまでの1kWhにつき 1kWh 12.52 12.52 -  

料金 上記超過1kWhにつき 1kWh 17.71 17.71 -  

15,938 16,120 +182

エネアークでんき (L)低圧動力プラン 基本料金 1kW 1,024.10 1,046.94 +22.84

　※旧大阪ガスＬＰＧ移行料金 電力量料金 1kWh 14.60 14.60 -  

　※新規受付は終了しています。 1kWh 13.12 13.12 -  

16,422 16,605 +183

最低料金（最初の１５kWhまで）

料金区分

最低料金（最初の１５kWhまで）

１５kWhをこえ１２０kWhまで

１２０kWhをこえ３００kWhまで

３００kWhをこえる分

ひと月の電気料金(300kWh/月使用時）※1

最低料金（最初の１５kWhまで）

１５kWhをこえ１２０kWhまで

１２０kWhをこえ３００kWhまで

３００kWhをこえる分

ひと月の電気料金(300kWh/月使用時）※1

１２０kWhをこえ３００kWhまで

１５kWhをこえ１２０kWhまで

１２０kWhをこえ３００kWhまで

３００kWhをこえる分

ひと月の電気料金(300kWh/月使用時）※1

契約容量1kVAにつき

最初の１２０kWhまで

１２０kWhをこえ３００kWhまで

３００kWhをこえる分

ひと月の電気料金(契約容量11kVAで1100kWh/月使用時）※1

契約容量1kVAにつき

最初の１２０kWhまで

その他季料金

３００kWhをこえる分

ひと月の電気料金(契約容量11kVAで1100kWh/月使用時）※1

契約容量1kVAにつき

最初の１２０kWhまで

１２０kWhをこえ３００kWhまで

３００kWhをこえる分

ひと月の電気料金(契約容量11kVAで1100kWh/月使用時）※1

契約電力1kWにつき

ひと月の電気料金(契約電力8kWで500kWh/月使用時）※1

契約電力1kWにつき

夏季料金

(2)関係法令・告示名の変更

　再生可能エネルギー発電促進賦課金に係る法令名および告示の変更を反映します。

　 ①「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」  ⇒  「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」

　 ②「回避可能費用単価等を定める告示」　⇒　「インバランスリスク単価等を定める告示」

ひと月の電気料金(契約電力8kWで500kWh/月使用時）※1

※1 電気料金の試算金額には、消費税等相当額、2023年5月検針分に適用する燃料費調整単価（電気･ガス価格激変緩和対策事業による値引きを含む）および再生可能エネル

ギー発電促進賦課金を含みます。

２.電気需給約款等の見直し（料金以外の供給条件の見直し）

・電力事業制度及び関係法令の変更に伴う見直し

(1)配電事業制度の反映

　配電事業制度は、特定の区域において、一般送配電事業者の送配電網を活用し、新たな事業者が自ら託送供給等の面的な運用を行うことを可能とする制度です。

2022年4月より、配電事業者が電気事業法上新たに位置づけられたことを踏まえ、配電事業に係る規定を追加します。

別紙


